
「静岡市立地適正化計画」に関する届出制度について

Ⅰ 対象となる行為

Ⅰ-① 集約化拠点形成区域*2

 利便性の高い市街地形成区域*3外（区域はP3参照）でi）～ⅱ）の行為を行う場合、届出が必要です。

i) 開発行為

• 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行う場合
• 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、そ

の規模が1,000㎡以上のものを行う場合

ⅱ) 建築行為

• 3戸以上の住宅を新築する場合
• 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して

3戸以上の住宅とする場合

Ⅰ-② 利便性の高い市街地形成区域*３

※敷地全体が利便性の高い市街地形成区域*3外となる場合のみ届出が必要です。 ※都市計画区域外は、届出の対象外です。

＊１市民の生活の豊かさや利便性の向上、まちのにぎわいを生み出す観点から、集約化拠点形成区域に立地を誘導する（既存施設の維持も含む）施設。
＊２医療・福祉・子育て・商業等の都市機能を誘導し、多くの人が利用しやすい場所となるよう、様々なサービスの充実を図る区域。

（都市再生特別措置法に規定する「都市機能誘導区域」）
＊３定住人口を確保し、住む人が便利に暮らせるよう、生活に必要なサービスの維持を図る区域（都市再生特別措置法に規定する「居住誘導区域」 ）

静岡市では、「静岡市立地適正化計画」を定め、人口減少・高齢化に対応したコンパクトなまちづくりを進めています。

この計画では、便利でにぎわいのある都市の実現に向けて、中心部などの拠点エリアへ必要な都市機能を誘導し、様々なサービ
スの充実を図るとともに、公共交通軸沿線へ居住を誘導し、生活に必要なサービスの維持を図ります。

誘導施設*1（P3参照）や住宅開発等の整備動向を把握するため、以下「Ⅰ 対象となる行為」を行う場合には、市への事
前届出が必要です。

《届出が必要な場合と不要な場合の例》

《届出が必要な場合と不要な場合の例（開発行為）》 《届出が必要な場合と不要な場合の例（建築行為）》

※都市計画区域外は、届出の対象外です。

 集約化拠点形成区域*2外（区域はP2参照）で
i）～ⅱ）の行為を行う場合、届出が必要です。

i) 開発行為

• 誘導施設*1を有する建築物の建築目的の開発行為を行
う場合

ⅱ) 建築行為

• 誘導施設*1を有する建築物を新築する場合
• 建築物を改築し誘導施設*1を有する建築物とする場合
• 建築物の用途を変更し誘導施設*1を有する建築物とす

る場合

ⅲ) 休廃止

• 誘導施設*1を休止または廃止する場合

※敷地全体が集約化拠点形成区域*2外となる場合のみ届出が必要です。

※敷地全体が集約化拠点形成区域*2外となる場合のみ届出の必要はありません。
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 集約化拠点形成区域*2内（区域はP2参照）で
ⅲ）の行為を行う場合、届出が必要です。



Ⅱ 各区域と誘導施設

Ⅱ-①-1 集約化拠点形成区域*2

 集約化拠点形成区域*2は以下の6地区です。

 区域の詳細は、 「都市計画情報インターネット提供サービス」または都市計画課HP・窓口にてご確認ください。
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Ⅱ-② 利便性の高い市街地形成区域*3

誘導施設*1 誘導施設の定義

集約化拠点形成区域*2

静岡駅

周辺地区

清水駅

周辺地区

東静岡駅

周辺地区

草薙駅

周辺地区

駿河区役所

周辺地区

安倍川駅

周辺地区

市役所 静岡市の庁舎 ● ●

区役所 地方自治法第２５２条の２０に規定する事務所 ● ● ●

支所 地方自治法第２５２条の２０に規定する出張所 ●

総合病院
医療法第１条の５に規定する病院のうち、病床数が１００

以上で診療科目に内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽

喉科の５科を含む施設

● ●

子育て

支援センター
児童福祉法第６条の３第６項に規定する事業を行う施設 ● ● ● ● ● ●

中央福祉センター 静岡市中央福祉センター条例第１条に規定する施設 ●

地域福祉

推進センター

静岡市社会福祉協議会が、市内の地域福祉の推進に

必要な各種事業等を展開するための拠点施設
● ● ●

大学
学校教育法第１条に規定する大学 （大学院、短期大学、

専門職大学、専門職短期大学を含む）
● ● ● ●

専修学校 学校教育法第１２４条に規定する専修学校 ● ● ● ●

博物館 博物館法第２条第１項に規定する博物館 ● ● ●

博物館相当施設 博物館法第２９条に規定する博物館に相当する施設 ● ● ●

大規模ホール 客席数1,000席以上の多目的ホールを有する施設 ● ● ●

図書館 図書館法第２条第１項に規定する図書館 ● ● ● ● ● ●

男女共同参画施設 静岡市女性会館条例第１条に規定する施設 ●

Ⅱ-①-2 誘導施設*1

 利便性の高い市街地形成区域*3は以下の通りです。
 区域の詳細は、 「都市計画情報インターネット提供サービス」または都市計画課HP・窓口にてご確認ください。

 集約化拠点形成区域*2に誘導する誘導施設*1は以下の通りです。
 誘導施設*1は地区によって異なります。
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※市街化区域内の、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、自然公園法に規定する特別地域及
び保安林の区域は、利便性の高い市街地形成区域*3に含めず、ゆとりある市街地形成区域とします。
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• 静岡市が目指す「コンパクトなまちづくり」は、

「お茶っ葉型」の都市構造です。

• お茶の名産地でもある静岡市の都市構造として、

まちの中心をしずく、公共交通軸を葉脈で表現しました。

静岡市が目指す「コンパクトなまちづくり」

≪「お茶っ葉型」の都市構造≫

Ⅲ 必要な手続

Ⅳ 届出様式

行為の種類 届出書 添付書類

開発行為の場合
様式１[集]
様式5[利]

① 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び
当該区域の周辺の公共施設を表示する図面（縮尺1,000分の１以上）

② 設計図（縮尺100 分の１以上）
③ その他参考となるべき事項を記載した図面

建築行為の場合
様式２[集]
様式6[利]

① 敷地内における建築物の位置を表示する図面（縮尺100分の１以上）
② 建築物の２面以上の立面図及び各階平面図（縮尺50分の１以上）
③ その他参考となるべき事項を記載した図面

上記２つの

届出内容を

変更する場合

様式３[集]
様式7[利]

上記のそれぞれの場合と同じ

休廃止の場合 様式4[集] なし

[集]：集約化拠点形成区域*2外または集約化拠点形成区域*2内で対象になる行為に用いる書式
[利]：利便性の高い市街地形成区域*3外で対象になる行為に用いる書式

■お問合せ先■ 静岡市 都市局 都市計画部 都市計画課 土地利用計画係 TEL：054-221-1409

 届出は、行為に着手する30日前までに提出してください。 なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行し
て提出してください。

《手続の流れ》

 届出に必要な書類は以下の通りです。
 届出書の様式は、都市計画課HPにてダウンロードしてください。
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区域の確認
(都市計画課)

届出
(都市計画課)

開発行為・建築確認等の手続
(開発指導課・建築指導課等)

行為着手 行為完了

行為着手の30日前までに
届出が必要

立地適正化計画の詳細は、都市計画課HPでご覧ください。
概要版やPRムービーなどもあります。


